
 

 
 
 新規高等学校等（新規の中等教育学校卒業者及び特別支援学校高等部卒業者を含む。以

下同じ。）卒業者の就職問題について協議した結果、学校教育の充実と就職希望者の適切な

職業選択を確保するとともに求人秩序の確立を図り、併せて適切な推薦・選考が行われる

よう、文部科学・厚生労働両省の通達の主旨にそって、下記事項の厳守及び関係者に周知

徹底を図ることを申し合わせる。 
記 

１ 求人申込み及び受理について 
 （１）求人申込書の受付は、求人事業所を管轄する公共職業安定所（以下「安定所」と

いう。）において、令和８年６月１日以降開始すること。 
 （２）安定所の確認した高卒用求人票の求人者への交付は、令和８年７月１日から開始

すること。 
 （３）学校における求人申込みの受理は、令和８年７月１日以降開始すること。また、

安定所で受理した求人の学校への提示は、令和８年７月１日以降に行い、他安定

所への連絡についても、令和８年７月１日以降開始するものとすること。 
 
２ 高卒就職情報ＷＥＢ提供サービスのＩＤ及びパスワードの付与 
高卒就職情報ＷＥＢ提供サービス（以下「高卒ＷＥＢ」という。）のＩＤ及びパスワード 

（以下「ＩＤ等」という。）については、次のとおりとすること。 
なお、これに伴い、安定所は、保護者の職業理解を促進する観点から、高等学校等から 

の求めに応じ、高等学校等における面談等の機会を利用して職業情報を提供するなどの取 
組を通じて、保護者の理解の下で生徒が主体的に応募先を選択できるよう支援に努めるこ 
ととする。 
（１）高卒ＷＥＢが生徒にとって企業分析を行うに当たっての重要なツールであること

を踏まえ、高等学校等は、職業選択における生徒の主体性を確保する観点から、

生徒にのみ高卒ＷＥＢのＩＤ等を付与すること。 
（２）生徒は、高等学校等から付与されたＩＤ等により家庭等の通信機器を用いて高卒

ＷＥＢから求人を選択するに当たり、保護者の助言や理解を得るため、高卒ＷＥ

Ｂを保護者と閲覧することができること。 
（３）生徒は、高等学校等から付与されたＩＤ等を保護者に教えても差し支えないが、

保護者以外の第三者に教えてはならないこと。 
（４）高等学校等は、以下の事項について生徒への指導を徹底すること。 

・高等学校等から付与されたＩ Ｄ 等を保護者以外の第三者に教えないこと。 
・高卒ＷＥＢを保護者以外の第三者に閲覧させないこと。 
・求人者への連絡は、必ず高等学校等を通じて行うこと。 
 

３ 学校訪問について 
  求人者が求人活動のために行う学校訪問は、原則として、安定所が受理、確認した求
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人票を持参し行うこととするが、学校からの事前了解のもとに、安定所に求人申込みを

行った日以降についても行うことができるものとすること。 
 
４ 職場見学について 
  職場見学は、学校教育の正常化と求人者の理解のもと、就職希望生徒の職業や職場へ

の理解を深め、適切な職業選択を促すため積極的に実施すること。また、職場見学に際

しては、早期採用選考につながらないように厳守すること。（学校が教育活動として行う、

企業現場における職場体験や実習等については、推薦及び選考の開始期日以前に実施す

ることを妨げるものではないこと。） 
  なお、職場見学を実施する際は、学校教育への影響の少ない夏休み期間の利用が望ま

しい。 
 
５ 推薦及び選考開始の時期について 
 （１）高等学校等は、安定所の確認印が押印されていない求人票により求人申し込みが

あった場合は、生徒の推薦を行わず、確認印の押印のある求人票の提出を求め、

その提出を待って推薦を行うこと。 
 （２）高卒就職情報ＷＥＢ提供サービスから検索した事業所への応募については、応募

可能の確認をとり、生徒の推薦を行うこととして差しつかえない。 
 （３）推薦開始の期日については、推薦文書の到達が令和８年９月５日以降となるよう

にし、学校教育の正常化及び生徒の適切な職業選択の確保のため、選考開始日に

ついては、令和８年９月１６日以降を厳守すること。 
 （４）求人に対する応募・推薦は、令和８年９月３０日までは一人について１社に限定

するが、令和８年１０月１日以後選考日の事業所には、３社以内の応募・推薦を

可能とすること。 
 
６ 家庭訪問について 
  求人活動のため、求人者または求人者の委託を受けた者の家庭訪問は、これを全面禁

止すること。また、採用内定後においても家庭訪問は行わないこと。 
 
７ 利益供与について 
  求人者または求人者の委託を受けた者が、生徒・保護者・その他の関係者に対し、金

品または利便の供与を行うことにより、求人活動を行うことがないようにすること。 
 
８ 文書募集について 
  文書募集（新規学校卒業者を対象とした新聞広告、ラジオ、テレビ及びインターネッ

ト等）の開始時期は、令和８年７月１日以降とすること。 
なお、文書募集を行う場合は次の条件によること。 

 （１）安定所において確認を受けた求人であって、当該求人の求人票記載内容と異なる

ものでないこと。 



 

 （２）広告等掲載に当たっては、事業所を管轄する安定所名及び求人の受付番号を掲載

すること。 
 （３）応募の受付は、学校または安定所を通じて行うこと。 
 
９ 統一応募書類の使用について 
  採用選考に当たっての応募書類は、就職上の差別を排除し、本人の適性と能力に応じ

た職業紹介を行うため、文部科学・厚生労働両省及び全国高等学校長協会の協議のもと

に定められた統一応募書類を使用することとし、高等学校等は上記以外の書類による生

徒の推薦は行わないこと。 
  なお、全国高等学校統一応募書類の履歴書の記入方法については、手書き記入、パソ

コン入力のどちらも可能であることを原則とする。（パソコン入力様式は、全国高等学校

統一用紙（応募書類その１）の履歴書項目やサイズを変更することは不可。）ただし、求

人者の意向により手書き記入またはパソコン入力のいずれかとする場合は、求人票に記

載の上、学校に対してその趣旨を説明すること。また、他県の就業場所で応募する場合

は、当該県における取りまとめを遵守すること。 
  このほか、特別支援学校の卒業者については、履修している教育課程の内容や障害の 
状態等に応じ、「全国高等学校統一用紙」を参考としつつ、応募書類を作成することも可

能であること。 
   
10 採用選考について 
  採用選考に当たっては、応募者本人の有する適性と能力を引き出し、これを効果的に

発揮させるという観点にたち適正に行うこと。併せて次のことに留意すること。 
 （１）出身地、家族の職業、経済的条件、家庭環境等を採否決定の判断資料としないこ

と。 
 （２）面接にあたっては、思想・信条にかかわる事項、または身体的要件にかかわる事

項は質問しないこと。 
 （３）障がい者等就職に関し弱い立場にある者に対しても、広く就職の機会が得られる

よう配慮すること。 
 （４）各学校においては、求人企業が学校を指定せずに行う求人について必ずしも校内

選考を行う必要はないこと。 
 
11 選考方法及び採否結果の通知について 

選考月日・選考方法・選考場所及び採否決定期日については、高卒用求人票に明示す

るとともに、次によること。 
（１）求人者は、採用試験期日、場所等を決定次第直ちに学校及び学校を通じて応募者

にも文書をもって通知すること。 
（２）選考後は、速やかに（遅くとも１週間以内に）採否を決定するよう努め、学校及

び応募者に必ず文書で通知すること。 
なお、不採用者があった場合には、その者の応募書類を学校に返却の際、その理



 

由についてもあわせて通知すること。 
 
12 採用内定の取消し及び採用時期の繰下げの防止について 

  採用内定の取消しや採用時期の繰下げは、採用内定者に重大な影響を与えることとな

るため、このような事態を招くことのないよう、安定所より事業所に協力を要請するこ

と。また、学校は、生徒が承諾した場合は特別な事情等がない限り辞退しないように努

めるよう指導すること。 
 
13 採用（内定）生徒の就業開始時期及び研修等について 

 （１）卒業式前に企業が実施する実習・研修は、これを行わないこと。 
ただし、会社見学・懇談会・内定式等は学校の承認を得ることとし、授業及び学

校行事に支障のある場合は実施しないこと。 
 （２）就業開始（実習、研修等を含む）時期は卒業式後とすること。 
 
14 雇用機会の均等について 

  採用計画の策定、求人票の作成及び採用等については、男女雇用機会均等法の趣旨に

沿って行うこと。 
 
15 生徒に対するユースエール認定制度の周知について 

  学校は、生徒の職業選択の指針の一つとなるよう、青少年の雇用の促進等に関する法 
律第十五条（ユースエール認定制度）について、生徒に対して制度周知を行うよう努め 
ること。 

 
16 民間職業紹介事業者が担う事項について 

  民間職業紹介事業者（以下「事業者」という。）においては、高校、高校専攻科、中等

教育学校又は特別支援学校（以下「高校等」という。）に対して職業紹介及び求人情報を

提供するときは、以下に示す事項を遵守することとし、職業安定法（昭和 22 年法律第 141

号）や同法に基づく指針を十分に踏まえ、事業者としての責務を果たすこと。その他学

校教育の円滑な実施に支障がないよう必要な配慮を行うこと。 

（１）求人者から事業者への求人申込みの開始時期については、「山形県高等学校就職問

題検討会議」における取りまとめを遵守すること。 

（２）採用選考期日等については、「山形県高等学校就職問題検討会議」における申し合

わせを遵守すること。 

（３）複数応募・推薦については、「山形県高等学校就職問題検討会議」における申し合

わせを遵守すること。 

（４）「学校との連携」をはじめ、職業安定法や同法に基づく指針（※）を十分に踏ま

え、事業者としての責務を果たすこと。 

（※）（平成 11 年労働省告示第 141 号） 

 （５）応募書類については、「全国高等学校統一応募書類」を使用すること。 
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                   山 形 県 高 等 学 校 長 会 
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                   山 形 労 働 局 
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